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１ 目的 

本仕様書は、東京都小笠原ビジターセンター（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う

業務の内容及び履行方法等を定めることを目的とする。 

 

２ 施設概要 

 (1) 設置根拠 

   東京都自然公園条例（平成 14 年東京都条例第 95 号）第 41 条第２項の規定に基づく自然

公園施設 

   都市公園法第２条及び第５条に基づく公園施設 

 

(2) 所在地 

東京都小笠原村父島字西町 

 

(3) 施設の規模 

延床面積 924.12㎡ 

 

(4) 設置目的 

小笠原国立公園及びその周辺の自然の保護と適正な利用に資することを目的とする。 

 

(5) 開設年 

昭和 63 年（新館は平成 19 年開設） 

 

３ 管理運営方針 

指定管理者の創意工夫により、多くの人々に利用されるよう、次の基本方針及び実施方針に

基づき、質の高いサービス提供と効率的運営を図ること。 

 

(1) 基本方針 

   指定管理者は、本施設について、来館者に小笠原国立公園を含む小笠原諸島の素晴らしさ

を伝え、自然公園における利用者の安全かつ適正な利用を促し、自然を守り育てる意識を培

うとともに、自然・人文等の情報提供及び利用者指導等を行う場として、管理運営を行うも

のとする。 

 

(2) 実施方針 

ア 利用の促進 

(ｱ) ニーズの把握（障害者や子供・高齢者など多様な人々の利用促進を含む。） 

多様な利用者の多様なニーズにこたえたサービスを提供するため、利用者の要望等を

聴取し、ニーズの把握を行い、管理運営に反映させる。 

(ｲ) 質の高いサービスの提供（自然環境に関する専門性の発揮を含む。） 
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a 利用者が自然を守り育てる意識を培うことができる管理運営を行う。利用者のニー

ズに応じた展示、案内、解説及び環境学習に関する各種イベント及びプログラムを企

画・実施する。 

b 東京都立大神山公園その他の周辺の環境を活用した自然教室の開催等、本施設と東

京都立大神山公園との一体的な管理運営を行う。 

ｃ 小笠原諸島の情報拠点として、利用者に対する情報提供機能の充実を図る（小笠原

諸島の自然情報、観光情報、歴史、文化等）。 

ｄ 小笠原自然情報データベース（写真ライブラリー）の維持と拡充 

(ｳ) 施設の広報（地元自治体や学校への周知を含む。） 

a ホームページ、マスコミなどを活用し、本施設の利用に関する新鮮な情報を地元自

治体や教育機関などに発信し、広告及び宣伝活動を行う。 

ｂ 本施設が持つ小笠原諸島の情報拠点としての高い機能や、二見港から近いところに

立地している利便性等について、二見港周辺において広告及び宣伝活動を行う。 

 

イ 地域との連携 

(ｱ) 本施設の役割を適切に果たすため、地元の専門家等の助言・協力を得るなど、地域

の人材や団体と連携し、効率的な施設運営や、自然環境の保全に寄与する活動に当たる。 

(ｲ) 各種イベントの実施に当たっては、地域特性に配慮したテーマを設定し、地元自治

体、地域団体等による地元行事との連携を図る。 

 

ウ 緊急体制の確保 

自然災害や事故に備え、小笠原支庁、小笠原村、警察等関係機関との緊密な連絡体制を

構築し、発生時には的確で速やかな対応により、利用者の安全の確保を図る。 

 

エ 施設の維持管理 

清潔性、快適性、安全性及び環境に配慮した施設の維持管理を適正かつ計画的に行う

こと。 

 

オ 業務の効率化 

アからエまでの項目を損なうことなく、コスト削減への取組を図る。 

 

４ 指定期間   

指定期間は、平成 28 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までとする。 

 

５ 法令等の遵守 

施設を管理運営し、６に掲げる業務を行うに当たっては、本仕様書のほか、別紙１「法令等

一覧」の各項に掲げる法令等に基づかなければならない。 
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６ 管理運営業務の内容 

(1) 業務の対象となる施設 

別紙２「建築物調書及び施設図面（概要）」及び別紙３「小笠原ビジターセンターの設備

一覧」を参照すること。 

(2) 運営体制の確保 

次に掲げる業務を実施するため、職員を適切に本施設に配置すること。職員のうち１名は

管理責任者とし、本施設の維持管理業務に係る技術を有する者等、管理運営に必要な専門知

識を有する者を配置すること。 

また、組織体制を保持し、職員の育成及び運営に必要な研修を実施すること。 

ア 運営業務等 

(ｱ) 運営業務 

(ｲ) 環境教育活動業務 

(ｳ) その他サービスに関する業務 

イ 維持管理業務 

 

(3) 運営業務等 

運営業務等については、次のとおりとする。なお、利用者のニーズの把握と公平な運営に

留意すること。 

ア 本施設の使用時間等 

本施設の使用時間等は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、利用者の利便性を

図るため、使用時間を午後９時まで延長し、又は休業日を変更できるものとする。 

(ｱ) 使用時間 午前８時 30 分から午後５時まで（(ｳ)の繁忙期のうち、知事が別に定める

日にあっては、午後９時まで） 

(ｲ) 休業日 おがさわら丸が二見港を出港している間の日。ただし、観光船入港時及び(ｳ)

の繁忙期にあっては、この限りではない。 

(ｳ) 繁忙期 年末年始、ゴールデンウィーク、夏休み期間（お盆を中心とした前後）、春

休み期間（3 月中・下旬）、その他の知事が別に定める期間とする。 

  イ 運営業務 

(ｱ) 施設運営 

ａ 窓口業務 

(a) 本施設利用者への接遇 

ⅰ 本施設の受付及び利用案内並びに東京都立大神山公園の利用案内 

ⅱ 本施設内の禁止事項の説明及び事故防止の注意 

ⅲ 本施設の利用方法の周知及び説明 

(b) 本施設に関する要望及び苦情の処理 

(c) 東京都自然公園条例第 59 条による使用の制限 

(d) 東京都小笠原支庁への業務報告及び連絡調整 
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(e) 所轄警察署との調整に基づく拾得物の処理 

ｂ 施設内の警備 

(a) アの使用時間内の警備及び施錠の管理 

(b) アの使用時間以外の時間及びアの休業日において、指定管理者が施設を使用する

間の警備及び施錠の管理 

ｃ 緊急時の対応 

(a) 緊急体制の確保 

自然災害や事故に備えた連絡体制等の構築 

(b) 災害時の対応 

 集中豪雨、台風、強風、大雨等の警報発令時や、震災時における非常配備体制

の設置、利用者の避難誘導、職員の参集、施設の点検、東京都小笠原支庁への状

況報告及び応急措置等 

(c) 事故時の対応 

本施設内で急病人やけが人、犯罪等が発生した場合の関係部署への速やかな通

報及び東京都小笠原支庁への事故報告 

ウ 環境教育活動業務 

(ｱ) 環境教育 

自然教室等環境教育活動の計画及び実施に当たっては、次の aから hまでを踏まえ

実施するものとし、参加者数の目標等を設定すること。また、自然教室等環境教育活

動において、成果品が参加者等に帰属する原材料費等については、実費を徴収するこ

とができる。 

   ａ 本施設及び野外における自然公園の利用の案内・解説業務 

   ｂ 自然教室・自然講座等環境教育活動の企画運営 

   ｃ 環境教育活動のための印刷物の作成 

   ｄ 展示物の企画・作成・展示（季節に応じて実施） 

   ｅ 映像資料の製作及び上映 

   ｆ 自然公園の利用上のルール・マナーの普及啓発 

   ｇ 自然公園の利用に関する相談・問い合わせへの対応 

ｈ 東京都自然保護指導員と連携した情報提供 

(ｲ) 自然情報等の収集 

 ａ 自然情報のほか、歴史・文化に関することなど、自然公園の利用の案内・解説に

必要な幅広い情報の調査・収集・整理・記録 

  エ その他サービスに関する業務 

(ｱ) 施設に関する情報発信 

ａ 入館者及び自然教室等の参加者数の把握 

ｂ アンケートの実施 

施設の利用者及び自然教室等の参加者に対し、満足度調査を含むアンケートを実施

すること。 
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ｃ ビジターセンターホームページの作成、運用等、本施設における活動内容に関する

広報活動 

ｄ その他媒体を利用した広報活動 

(ｲ) 地域連携 

ａ 地元観光協会・団体等との連携 

ｂ コミュニティ活動、地元住民のレクリエーションへの協力等、地域振興への貢献 

(ｳ) その他 

ａ 多目的室及び研修室等の管理運営 

(ｴ) 自主事業業務 

指定管理者は、利用者へのサービス向上のため、自主事業を実施することができる。

ただし、管理運営業務の内容にかかわる自主事業は実施できない。 

実施に当たっては、事業内容、収支等について、年度事業計画書により、東京都知事

の承認を得るとともに、委託料の会計と厳格に収支を区分し、自主事業の実施により得

た収入は、指定管理者に帰属させ、管理運営業務に還元させないこと。 

都知事は、条例等で定める施設の設置目的に照らして、自主事業がふさわしくないと

判断した場合は承認しない。なお、計画の変更や追加がある場合には、その都度都知事

の承認を得る。 

また、自主事業の実績について、毎月の実施報告書及び年度事業報告書により、都知

事に報告する。 

 

(4) 維持管理業務 

ア 対象施設 

(1)に示す施設 

 イ 維持管理業務 

(ｱ) 定期的な清掃、保守管理及び点検並びに業務終了後の電気・ガス・水道等の最終確認

作業 

(ｲ) 光熱水費の支払い 

   (ｳ) 日常的な管理運営で必要となる消耗品の交換 

(ｴ) 破損し、又は故障した施設、設備及び物品の修繕又は原状復旧（施設、設備又は物品

の修繕又は現状復旧のための費用が、１基（１件）当たり 30 万円未満かつ年間 50 万

円以下のもの） 

 

７ 物品の使用等 

(1) 指定管理に使用させる物品 

ア 東京都と指定管理者との間で別に締結する物品使用貸借契約（以下「貸借契約」という。）

に基づき無償で貸し付ける東京都の所有物品 

イ 指定管理者が委託料の範囲内において購入した物品 
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(2) 物品の管理 

指定管理者は、(1)の物品について、善良な管理者の注意を持って次の事務を行うものとす

る。 

ア 都所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握等 

指定期間の開始後速やかに、別紙４「東京都の所有物品一覧表」に基づき、都所有物品

の数量、使用場所、使用状況等を把握すること。また、(1)の物品と東京都が使用する物品

とを厳格に区別すること。 

イ 物品取扱責任者の設置 

(1)の物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

 

ウ 報告義務 

(ｱ) 都所有物品のうち、物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができ

なくなったときは、東京都に報告するとともに、当該物品を東京都に返還すること。 

(ｲ) 都所有物品について、亡失、きそんその他の事故があったときは、直ちに東京都に報

告し、指示を受けること。なお、当該事故が指定管理者の故意又は重大な過失によるも

のであるときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。 

エ 都所有物品の照合・返還 

指定管理者は、年度ごとに(1)の物品の数量等を照合したのち、別に定める書面により東

京都に報告し、指定期間終了の日に、当該物品を返還しなければならない。 

オ 禁止事項 

(1)の物品について次のことを行ってはならない。ただし、東京都が事前に協議を受け、

承認したものを除く。 

(ｱ) 他の用途に使用すること。 

(ｲ) 加工し、又は改良を加えること。 

(ｳ) 第三者に貸与し、又は譲渡すること。 

 

８ 計画書及び報告書の提出 

指定管理者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、速やかに東京都へ提出しなければ

ならない。 

(1) 年度開始時 

  ア 別紙５「年間業務一覧」に示す業務についての年間管理運営計画書 

  イ 収支計画書 

(2) 年度終了後 

  ア 実施状況報告書 

イ 収支決算報告書 

(3) その他 

  別途指定管理者と都との間で締結する協定等に定める事項 
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９ その他の留意事項 

(1) 記録等の作成及び保存 

ア 管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に管理し、東京都からこれらに関する報告や

実施調査を求められた場合には、速やかに東京都担当者の指示に従い、誠実に対応する

こと。 

イ アの帳簿類、維持管理業務（作業状況等）の記録類及び作業記録写真等は７年間保存し、

東京都から請求のあった際は、速やかに提示できるようにすること（指定管理者が変更

し、又はその指定が取り消された場合には東京都に引き継ぐこと。）。 

 

(2) 東京都からの要請への協力 

東京都から、施設の管理運営及び施設の現状等に関する調査又は作業の指示等があった場

合には、迅速、誠実かつ積極的に対応すること。 

緊急安全点検、防災訓練、イベント、要人案内、監査・検査等の事業について、東京都が

実施する場合にあっては支援・協力を行い、東京都が要請する場合にあっては積極的かつ主

体的に行うこと。 

 

(3) 東京都小笠原支庁との調整 

本仕様書に記載のない事項については、必要に応じ、東京都小笠原支庁と調整を行うこと。 

 

(4) 第三者への包括的委任の禁止 

指定管理者は、第三者に対し、管理運営業務の包括的委任を行ってはならない。 

 

(5) 個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用したり、第三者に漏らしたりして

はならない。また、個人情報の保管についても適正な管理を行い、漏えい、紛失、きそん等

のないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

(6) 守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について第三者に漏らしてはならない。指定期間の終

了後も同様とする。 

 

(7) 情報公開 

文書の開示等情報公開については、東京都情報公開条例（平成 11 年東京都条例第５号）の

規定に準じて取り扱うこと。 

 

(8) 指定管理者と東京都の責任分担 

指定管理者と東京都の責任分担については、次のとおりとする。 
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項    目 指定管理者 東京都 

本施設の管理運営 

（企画調整、利用指導、

案内、警備、苦情対応、

都民協働、自然環境保全、

利用促進活動等） 

◎  

本施設の維持管理 

（植物管理、清掃、施設

保守点検、設備等法定点

検、補修修繕、安全衛生

管理、光熱水費支出等） 

◎ 
○（必要に応じて指示

等を行う。） 

管理所、倉庫内等の物品

管理 
◎ ○（都使用分につき） 

災害時対応 

（待機連絡体制確保、施

設点検、状況報告、応急

措置等） 

◎ 
○（必要に応じて指示

等を行う。） 

災害復旧（本格復旧） － ◎ 

本施設の法的管理（占用

許可） 
－ ◎ 

本施設の整備、改修 ○（破損し、又は故障した施設、

設備及び物品の修繕又は原状

復旧（施設、設備又は物品の修

繕又は現状復旧のための費用

が、１基（１件）当たり 30 万

円未満かつ年間 50 万円以下の

ものに限る。） 

◎（指定管理者の責任

分担のものを除く。） 

包括的管理責任 ○（その責に帰すべき故意又は

重大な過失により東京都に損

害を与えた場合は、その賠償責

任を負う。） 

◎ 

 

 


